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件

名
 

尼
崎

市
農

業
公

園
 

［
尼

崎
市

］
 

7.
保

全
利

用
 

委
員

会
に

よ
る

参
考

意
見

 

 【
平
成

28
年

度
第

1
回

委
員
会

意
見
】

 
①

ア
ラ
カ

シ
を

適
切

に
管

理
し

て
ほ
し

い
。

伐
採

が
望

ま
し

い
。

 
 【

更
新
時

点
で

の
尼

崎
市

回
答

】
 

①
指

摘
さ

れ
た

ア
ラ

カ
シ

に
つ

い
て

は
、

１
本

は
伐

採
し

、
他

は
剪

定
を

実
施

し
、

法
面

が
草

地
と

な
る

よ
う
に

努
め

る
。

 
 

2.
今

回
申

請
種
別

 
中

間
報

告
 

3.
概

要
 

距
離

標
位

置
：

猪
名

川
右
岸

4.
6k

m
～
右

岸
4.

8k
m

+1
00

m
ま

で
 

目
的

：
公

園
（

農
業

公
園

）
 

占
用

面
積

：
2,

97
1.

66
㎡

 
工

作
物
：

階
段

3
か
所

 
記
念

碑
 
進

入
路

 
通

路
等

 

4.
許

可
の

経
緯

 
＜

当
初

許
可

＞
  
 
 

昭
和

５
７

年
１

月
２

７
日

 

＜
前

回
更

新
許

可
＞

 
平

成
２

９
年

４
月

１
日

 

＜
許

可
期

限
＞

  
 

 平
成

３
４

年
3

月
3

1
日

 

5.
現

況
写

真
 

（
河

川
や

堤
防

と
の

位
置

関
係

）
 

 別
紙

の
と

お
り

 
   （

施
設
内

の
状

況
）

 
別

紙
の
と

お
り

 
 

8.
処

理
 

・
平
成

28
年

度
委

員
会

の
指
摘

事
項
に

対
す

る
尼

崎
市

の
報

告
を
受

け
、

更
新

を
許

可
し

た
。

 
・
利
用

者
が

猪
名

川
右

岸
か
ら

農
業
公

園
に

入
る

た
め

の
階

段
の
設

置
（
工

作
物

の
新

築
）

に
つ

い
て

許
可

し
た
。
（
平

成
30

年
11

月
20

日
）

 
6.
河

川
管

理
者

 
審

査
事
項

 
(特

筆
す

べ
き

も
の

の
み

記
載
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 ■
報

告
案

件
用

の
カ

ル
テ

 

＜
補

足
＞

・
A4

横
書

き
1
枚

程
度
 
・

処
理

フ
ロ

ー
図

の
河

川
管

理
者

か
ら

委
員

会
へ
の

報
告

の
時

点
で

左
半

分
ま

で
記

載
済

み
（

1.
～

5.
は

申
請

者
か

河
川

管
理

者
作

成
、

6.
は

河
川

管
理

者
作

成
 

・
処

理
フ

ロ
ー

図
の

委
員

会
か

ら
河

川
管

理
者

へ
の

参
考

意
見

の
時

点
で

7.
が

埋
ま

る
 

 
・

事
後

に
河

川
管

理
者

が
8.
ま

で
を

埋
め

て
履

歴
と

し
て

申
請

書
類

一
式

と
と

も
に

保
存
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取
組

状
況

報
告

書
 

 
 

尼
崎

市
農

業
公

園
（
尼

崎
市

）
 

 
 

 
【
中

間
報

告
時

】 

番 号
 

 
前

回
委

員
会

の
意

見
 

（
Ｈ

２
８

年
度

第
１

回
）
 

許
可

時
の

市
の

回
答

 

（
Ｈ

２
９

年
３

月
許

可
）
 

現
在

ま
で

の
取

り
組

み
 

（
対

応
）
状

況
 

今
回

の
現

地
調

査
で

の
意

見
 

今
回

委
員

会
の

意
見

 

１
 

ア
ラ

カ
シ

を
適

切
に

管
理

し
て

ほ
し

い
。

伐
採

が
望

ま
し

い
。

 

指
摘

さ
れ

た
ア

ラ
カ

シ
に

つ
い

て
は

、

１
本

は
伐

採
し

、
他

は
剪

定
を

実
施

し
、

法
面

が
草

地
と

な
る

よ
う

に
努

め

る
。

 

堤
防

の
法

面
は

定
期

的
な

草
地

管

理
（
刈

込
み

）
を

行
い

法
面

上
の

ア

ラ
カ

シ
等

の
高

木
に

つ
い

て
は

剪

定
を

実
施

す
る

な
ど

適
正

に
管

理

を
行

っ
て

い
た

が
昨

年
の

台
風

で

公
園

内
の

樹
木

が
多

数
倒

れ
る

な

ど
の

被
害

を
受

け
た

。
昨

年
度

は

倒
木

等
の

処
理

を
行

う
と

と
も

に
、

公
園

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
の

導
線

と
な

り
損

傷
が

進
ん

で
い

た
堤

防
法

面

の
補

強
を

目
的

に
階

段
を

設
置

し

た
。
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